
令和 6 年 10 月 27 日執行

衆議院議員総選挙・
最高裁判所裁判官国民審査 選挙結果
　衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査
の投票が 10 月 27 日に執行されました。町の投
票率（衆議院小選挙区選出議員選挙）は 60.50%
で、前回に比べ、0.62 ポイント減少しました。
▶詳しくは、町選挙管理委員会（役場総務課内☎
３３－０３３３）までお問い合わせください。

Information　町選挙管理委員会

◆投票状況（紀宝町）
種別 当日有権者数 投票者数 投票率

選挙区 8,713 人 5,271 人 60.50 ％
比例代表 8,713 人 5,271 人 60.50 ％
国民審査 8,713 人 5,267 人 60.45 ％

◆選挙区選出議員選挙の投票数（届出順）
候補者名 届出政党の名称 得票数

中川　たみひで 日本共産党 369
青沼　陽一郎 立憲民主党 1,608
すずき　英敬 自由民主党 3,183

無効投票 111
投票総数 5,271

◆比例代表選出議員選挙の投票数（届出順）
政党等の名称 得票数

日本維新の会 396

国民民主党 302.663

公明党 961

日本保守党 137

日本共産党 234

立憲民主党 1,084.336

自由民主党 1,436

参政党 135

社会民主党 48

れいわ新選組 388

あん分の際に切り捨てた票数 0.001

無効投票 149

投票総数 5,271

　町では、子育て世帯の経済的負担を軽減するた
め、医療機関の窓口で保険証等とともに福祉医療
費受給資格証を提示することで、窓口での支払い
が不要な窓口無料化（現物給付制度）を次の通り
実施しています。
　健康保険を変更した場合は、受給資格の変更の
届出が必要ですが、変更されていない例が多く発
生しています。
　医療保険を変更した場合は、役場
窓口もしくは右記の二次元コード
から変更の届出をしてください。

現在の福祉医療費の窓口無料化の状況
◉三重県内の医療機関……18 歳年度末までの児童
◉新宮市内の医療機関
⇒社会保険加入者………18 歳年度末までの児童
⇒国民健康保険加入者……６歳年度末までの児童
（一部の医療機関のみ）

※窓口無料化が対象外の場合や受給資格証を提示さ
れない場合は従来の償還払い方式で助成します。

※保険適用外などの場合は医療費助成の対象外です。
▶詳しくは、役場福祉課（☎３３－０３３９）ま
でお問い合わせください。

健康保険を変更した場合は、受給資格の変更届が必要です

子どもが病院にかかる際は受給資格証を忘れずに

Information　役場福祉課

申請フォーム

まちのために、一緒に働きませんか？

紀宝町の職員を募集 !!

Information　役場総務課

◆試験の日程、会場、内容
《第１次試験》
　【日程】１月 26 日（日）  
　【会場】紀宝町役場
　【内容】教養試験、職場適応性検査

《第２次試験》※第１次試験合格者のみ
　【日程】２月 23 日（日） 予定
　【会場】紀宝町役場
　【内容】作文試験、面接試験

▶詳しくは役場総務課（☎３３－０３３３）まで
お問い合わせください。

◆採用予定日
　令和７年４月１日
◆申込方法
　役場総務課窓口、または町ホームページにて募
集要項および申込書兼履歴書を入手し、内容を確
認のうえ、必要事項を記入し持参または郵送にて
提出。
◆受付期間
　12 月 2 日（月）から令和７年１月 14 日（火）まで

（平日の午前８時 30 分～午後５時 15 分。祝日及
び 12 月 30 日から 1 月３日を除く。郵送の場合
は書留とし、１月 14 日（火）午後５時 15 分必着。）

◆職種および採用予定人数、受験資格

職種 採用人数 受験資格（すべてに該当する方）

事務職（一般） ２名程度

◦平成２年４月２日以降に生まれた方
・令和 6 年 11 月１日現在で、本人か父母が紀宝町に住民登録をしている方
・採用後、紀宝町に居住できる方
◦大学、短期大学（高等専門学校を含む）、高等学校を卒業した方、または卒業見込みの方
◦地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当しない方

　町では、令和７年４月１日付けで採用する職員
を募集します。職種および採用予定人数、受験資
格などは以下のとおりです。
　あなたの創意と工夫、熱意を活かして、私たち
と一緒に町民１人ひとりがきらりと輝くまちづく
りに挑戦してみませんか。 今年度採用の職員

※家屋の登記をされた方、すでに調査を受けた方は、
連絡は不要です。

※後日、現地調査の立ち会いをお願いする場合があります。
▶詳しくは、役場税務住民課（☎３３−０３３７）
までお問い合わせください。　

固定資産税は１月１日が基準日です

家屋を増築、取り壊しされた方はお知らせください

Information　役場税務住民課

　家屋と土地に課税する固定資産税は、毎年１月
1 日現在の状態で課税しています。
　昨年中に家屋の新築や増築、または取り壊し
をされた場合は、役場税務住民課までお知らせ
ください。
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